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愛知県廃棄物の適正な処理
の促進に関する条例の一部

改正について
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改正の概要

廃棄物処理法の一部改正に伴い、以下の関係規

定を整備等する。

１ 屋外保管の届出義務の「適用除外」の追加等

２ 報告徴収及び立入検査の対象として、不適正処理
の関与が疑われる「その他関係者」を追加

３ 「産業廃棄物の不適正な処理」の定義に「熱回収
施設に係る保管基準に適合しない場合」を追加

４ 届出様式への押印省略、条ずれの解消

５ 施行期日：平成２３年４月１日
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保管届出に係る法律と条例の関係

○○○○屋外

――――屋内
廃タイヤ

○○●○屋外

――――屋内

建設廃棄物

条
例

――○―屋外

――○―屋内

建設廃棄物
法
律

300m2以上100m2以上300m2以上100m2以上面積

事業場内事業場外位置
区 分

注）●は法律と重複する部分。
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屋外保管の適用除外等の整備
１ 保管届出の適用除外の追加

◆法の規定による面積３００ｍ２以上の保管

◆法第15条第1項の産業廃棄物処理施設で行う保管
◆非常災害のために必要な応急措置として行う保管
（※従前は、産業廃棄物処理業者の保管及び面積100m2未満のみを除外）

２ 届出対象産業廃棄物の適用除外の追加

◆ＰＣＢ廃棄物の保管

３ 届出提出期限の設定

◆「事前」→「保管を開始しようとする１４日前までに」
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報告徴収及び立入検査対象の追加

１～６に掲げる者その他の関係者

７

２～６に掲げる者その他の関係者の
事務所、事業場、小規模産業廃棄物
焼却施設のある土地若しくは建物又
は特定産業廃棄物又は特定産業廃棄
物であることの疑いのある物を屋に
おいて保管している場所

７

特定産業廃棄物又は特定産業廃棄
物であることの疑いのある物を屋
外において保管している者

６
特定産業廃棄物又は特定産業廃棄物
であることの疑いのある物を屋外に
おいて保管している者

６

小規模産業廃棄物焼却施設を設置
している者

５
小規模産業廃棄物焼却施設を設置し
ている者

５

産業廃棄物処理業者４産業廃棄物処理業者４

法第８条第１項等の許可を受けよ
うとする者

３
法第８条第１項等の許可を受けよう
とする者

３

事業者２事業者２

土地の所有者、管理者又は占有者１不適正な処理が行われた土地１

報告徴収対象立入検査対象

注）「その他関係者」は、不適正処理の関与が疑われる者等。
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「産業廃棄物の不適正な処理」の定義

基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又
は処分の定義に、５の項目を追加

１ 産業廃棄物処理基準（法第12条第1項）
２ 産業廃棄物保管基準（法第12条第2項）
３ 特別管理産業廃棄物処理基準（法第12条の2第1項）
４ 特別管理産業廃棄物処理基準（法第12条の2第2項）
５ 熱回収施設産業廃棄物処分基準

（法第15条の3の3第3項）
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届出様式への押印省略

届出者の利便性、手続きの簡素化を図るため、以
下の届出様式への押印を省略する。

① 様式第１「県外産業廃棄物搬入届出書」

② 様式第２「県外産業廃棄物搬入変更届出書」

③ 様式第４「説明会開催届出書」

④ 様式第６「小規模産業廃棄物焼却施設設置（使用）届出書」

⑤ 様式第７「小規模産業廃棄物焼却施設構造等変更届出書」

⑥ 様式第９「小規模産業廃棄物焼却施設氏名等変更（廃止）届出書」

⑦ 様式第10「小規模産業廃棄物焼却施設承継届出書」

⑧ 様式第11「特定産業廃棄物保管届出書」

⑨ 様式第12「特定産業廃棄物保管変更（廃止）届出書」



8

届出様式中
の「印」を削
除し、押印を
省略

県外産業廃棄物搬入届出書の新様式（例）
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土地所有者等による不適正処理発見の通報
（非改正）

第５条第２項
・土地所有者等によ
る不適正処理発見の
際の通報努力義務

第６条（土地の適正な管理）で既に規定
・土地所有者等に土地の適正管理の努力義務
・不適正処理発見の際の通報努力義務
・県が講ずる支障の除去又は発生防止への協力努力義務
・不適正処理の再発防止措置を講ずる勧告
※法に上乗せした規定を設けているため改正しない。

廃棄物処理法県廃棄物条例
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第１２条第７項
・排出事業者の委託
の際の処理状況確
認及び必要措置を講
ずることの努力義務

第７条（処理を委託する場合における確認等）で既に規定
・委託処理業者の能力確認義務
・委託に係る処理状況の定期的な確認義務
・不適正処理の状況及び講じた措置内容の届出義務
※法に上乗せした規定を設けているため改正しない。

○ なお、処分先が地方公共団体の出資又は補助した県内の公
共関与処分場の場合及び優良産業廃棄物処理業者認定制度
に基づく優良認定又は確認を受け、産業廃棄物の処理状況や
事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に
関する情報が公表されている産業廃棄物処理業者の場合には
、現地確認を不要とします。

廃棄物処理法県廃棄物条例

排出事業者による委託時の処理状況確認等の規定
（非改正）


